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格差社会に歯止めを！ 

労働組合の役割を考える 

 練馬全労協、練馬区労協が労働講座 

  練馬全労協、練馬区労協主催の労働講座

が2月28日、練馬区立労働福祉会館で開か

れ、ジャーナリストの藤田和恵さんが「格差

社会の増殖、労働組合の課題とは？」のテー

マで講演し、労働組合は従来の活動から一歩

踏み出し、積極的に外に出て働き掛けること

が必要だと訴えました。 

 藤田さんは北海道新聞社会部記者を経て、

2006年フリージャーナリストになり、現在、

事件、労働、福祉問題を中心に取材してい

る。 

ネットメディアの東洋経済オンラインで藤

田さんが執筆している連載「ボクらは『貧困

強制社会』を生きている」から、いったん貧

困のワナに陥ると脱け出すことが困難な状況

を報告しました。 

 母子家庭で育ち早稲田大学に進学したもの

の、奨学金の借金1100万円を抱え、大学に通

い続けるべきか、中退して働くべきか悩んで

いる男性の事例。月収12万円、勤続15年で

も給与水準は採用時からほとんど上がってい

ない39歳の非正規雇用の男性司書の事例など

を紹介。 

 これらの記事に対して、読者からは「貧乏

なのに子どもを産むのが悪い」「奨学金を借り

るのが悪い」「母子家庭なのに私大に入るのが

悪い」「家賃を払わないのだから追い出されて

当然」「最初から有期雇用契約だったのに、雇

い止めになってから文句を言うのはおかし

い」といった自己責任論からの誹謗中傷の書

き込みが多く寄せられた。 

自己責任論は、構造的な問題に目を向けよ

うとしない単純な思考で、個人へのバッシン

グは簡単。お笑い芸人やタレントなどのテレ

ビコメンテーターが目立とうとして行う極端

な発言も、こうした風潮を助長している。制

度に対する不満を述べたらバッシングされる

ため、自己責任論は貧困の只中にいる人々か

ら言葉と気力を奪うと指摘しました。 

 自己責任論が広がる中で、「アリさんマー

クの引越社の人は、なぜあそこまでして会社

に居座るんですか？」といった、闘う人、声

を上げる人々への冷たい視線、冷笑主義が蔓

延。労働組合へのアレルギーや、生活保護を

利用することへの罪悪感も広がっている。 

 そうした社会情勢の中で、貧困をなくすた

めには労働組合の復権が必要であり、いわゆ

る「ブラック企業」を監視し見つけ出すとい

った役割が求められる。従来の労働相談、チ

ラシ配りだけでは運動の広がりは難しい。雇

用が破壊されると、市民にも影響が出ること

を分かりやすく伝えること、さらに、シェア

ハウスに住み込んでオルグするなど、組織の

外に出て、労働組合と縁のない人に積極的に

働き掛ける必要があるのではないかと訴えま

した。  
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Ｎ歯科医院の労働条件改善の闘い 
  

1.  理不尽な医院長との職場改善の闘い 

練馬区内のＮ歯科医院で歯科助手として働

いていた女性5名が職場の改善について練馬

地域ユニオン相談に見えました。相談内容

は、医院長が歯科衛生士と歯科助手を差別す

る。医院長の高圧的言動で職場の中がぎくし

ゃくしているので話し合いを提案したが断ら

れた。職場の改善点を指摘したらその後、医

院長からパワハラスをうけ医院の名誉を傷つ

けたと懲戒処分が出された。高圧的言動で精

神的に追い詰められて仕事を休んだら減給処

分され退職に追い込まれた。このままではい

けないと職場の仲間と話し合って処分された

仲間を守るために練馬ユニオン相談にみえま

した。 

最初、代表者1名で練馬地域ユニオンに加

盟し団体交渉を進めることになりましたが、

他の4名とも相談し共に加盟し皆で闘うこと

になりました。 

団体交渉に臨むにあたり職場状況を聞き次

のようなことが明らかになりました。契約書

が無い、記入が不備。試用期間後の約束の時

給が上がっていない。年次有給休暇が分から

ない。賃金明細書の支給が無い。就業規則が

無いなどが分かり、次の要領で団体交渉を申

し入れました。 

 

第1回団体交渉 2018年7月13日 

１．タイムカード、賃金明細書の提出 

２．残業代について 

３．時給について 

４．年次有給休暇について 

５．その他 

 

2. ３回の団体交渉から解決の方向へ 

団体交渉は医院長と代理人弁護士の２名が

出席して始まりました。 

団体交渉においてタイムカードの提出、給与支給

明細書の写し、雇用保険被保険者証、離職票等の組

合と当該の要求する資料は団体交渉後提出されまし

たが、欠勤での減給処分、医院の名誉を傷つけたと

した懲戒処分の取り消しについては対立したままで

した。各処分の根拠となる就業規則について提出を

求めましたが、抜粋したものを提出しただけでその

所在について明確な回答がありませんでした。 

これまで３回の団体交渉を行い、時給ＵＰについ

ては是正させ、給与の控除間違いについては返金さ

せました。懲戒処分についてはお互いに謝罪は求め

ないことを確認し処分はなかった事にするとなりま

した。ＨＰの写真無断掲載については団体交渉の席

で口頭ながら医院長が当該に謝罪しました。 

などなど、解決されたものもありますが、年次有

給休暇の取り扱い、残業代については解決策を検討

し次回の団体交渉に提示するとなっています。 

 

3.タイムカードから深夜労働の実態 

提出されたタイムカードから深夜労働の実

態が浮かび上がり組合として深夜労働の残業

代計算の資料を作成し代理人へ送りました。

代理人は社労士と検討し残業代について見解

を出すとなっていますがいまだに返事があり

ません。団体交渉開始から1年経ってしまい

ました当該も早くけりをつけたいという気持

ちが強くなっています。解決に向けての医院

の見解を早期に出させる団体交渉の要求をし

なければなりません。 
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練馬地域ユニオン労働相談からまなぶ 11 
☆労働相談：未払い賃金請求について 

 引っ越し会社に就職しました。労働契約

書、労働条件通知書を要求したが、渡されま

せんでした。賃金は最初の月は満額支給され

たが、次の月から減額支給、次の月も減額支

給でした。約束が違うと抗議しましたが支払

ってくれません。 

 

☆回 答：労働契約の締結と原則 

【労働契約の締結方法】 

使用者が労働者を採用することは、法的に

は使用者と労働者が労働契約をすることで

す。労働契約は、労働者が使用者に使用され

労働し、使用者がこれに対して賃金を支払う

ことについて、労働者と使用者が合意するこ

とにより成立します。（労働契約法（労契

法）６条）。したがって、労働契約は、書面

（労働契約書）がなくとも口頭で成立しま

す。契約後のトラブル防止のため、労働契約

ﾉﾅｲﾖｳﾆﾂｲﾃ､ﾃﾞｷﾙｶｷﾞﾘｼｮﾒﾝﾆﾖﾘｶｸﾆﾝするものと

されています（労契法４条２項）。なお、一

定事項については、書面を交付して明示する

ことが、労働基準法により義務付けられてい

ます。（労基法１５条）。 

 

 

【労働条件の明示】 

使用者は、採用（労働契約の締結）に当た

って、労基法によって労働条件の明示を義務

付けられています（労基法１５条）。明示す

べき労働条件は、以下の事項を必ず入れなけ

ればなりません。（労基法施行規則５条１～

３項） 

* 労働契約の期間 

* 有期労働契約を更新する場合の基準 

* 就業の場所、従事すべき業務 

* 始業及び就業の時刻、所定労働時間を超え

る労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働

者を２組以上に分けて就業させる場合におけ

る就業時転換 

* 賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締め

切り・支払時期、昇給 

* 退職（解雇の事由を含む）  

 以上の事から、使用者は明らかに労働基準

法違反をしているので、労働契約書、労働条

件通知書の請求と減額された未払い賃金を文

書にて請求し、使用者が応じない場合には労

働基準監督署に申告することを伝える。 

（参考文献：使用者のための労働法 東京都

労働相談情報センター） 
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日
光
浴
で
骨
を
丈
夫
に 

五
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
は
、
紫
外
線
が
多
く
な
る
季
節
で
す
。
紫
外

線
が
人
体
に
も
た
ら
す
影
響
と
し
て
は
、
日
焼
け
や
シ
ミ
な
ど
の
肌
の
症

状
や
白
内
障
の
リ
ス
ク
な
ど
、
様
々
な
デ
メ
リ
ッ
ト
が
多
く
目
立
ち
ま

す
。
そ
の
一
方
で
、
紫
外
線
を
防
御
し
す
ぎ
て
し
ま
う
と
、
体
内
の
ビ
タ

ミ
ン
Ｄ
欠
乏
に
繋
が
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
結
果
、
骨
の
軟
化
や
変
形
、

骨
粗
鬆
症
な
ど
の
原
因
と
な
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
今
回
は
、
紫
外
線

で
得
ら
れ
る
健
康
効
果
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
き
ま
す
。 

私
達
が
普
段
目
に
し
て
い
る
太
陽
光
は
、
赤

・
橙

・
黄

・
緑
・
青

・

藍

・
紫
の
七
色
が
あ
り
、
そ
の
他
に
も
目
に
見
え
な
い
赤
外
線
や
紫
外
線

が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
そ
の
紫
外
線
の
中
に
も
UV-

A
と
UV-

B

に
分
類
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
う
ち
の
UV-

B
を
浴
び
る
こ
と
で
、
体

内
で
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
か
ら
ビ
タ
ミ
ン
Ｄ
を
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

ビ
タ
ミ
ン
Ｄ
の
主
な
働
き
は
、
骨
な
ど
の
成
分
で
あ
る
カ
ル
シ
ウ
ム
の

吸
収
を
増
加
さ
せ
る
事
で
す
。
つ
ま
り
、
カ
ル
シ
ウ
ム
を
し
っ
か
り
摂
取

し
て
い
て
も
、
ビ
タ
ミ
ン
Ｄ
が
足
り
な
け
れ
ば
十
分
に
骨
へ
吸
収
さ
れ
に

く
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

一
日
の
必
要
摂
取
量
は
、
厚
生

労
働
省

「日
本
人
の
食
事
摂
取
基
準

（２
０
１
５
年
度
版
）」
に
よ
る

と
、
年
齢
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
約
5.5

㎍
と
さ
れ
、
骨
粗
鬆
症
の
予
防

や
改
善
と
な
る
と
二
倍
以
上
の
量
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
ビ
タ
ミ
ン
Ｄ
は

き
の
こ
類
や
魚
類
な
ど
に
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
他
の
食
品
に

は
少
し
し
か
含
ま
れ
て
お
ら
ず
必
要
量
を
食
事
の
み
で
摂
取
す
る
の
は
困

難
で
す
。
そ
の
た
め
、
食
事
だ
け
で
な
く
紫
外
線
に
よ
る
体
内
で
の
生
成

も
上
手
に
利
用
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
り
ま
す
。 

�
 

体
内
で
の
生
成
量
は
季
節
や
地
域
、
時
間
帯
な
ど
に
よ
っ
て
紫
外

線
の
強
さ
が
異
な
る
た
め
差
が
あ
り
ま
す
が
、
環
境
省
が
挙
げ
て

い
る
目
安
と
し
て
、

一
日
一
回
日
向
で
約
15
分
間
、
日
陰
な
ら

約
30
分
間
程
度
日
光
を
浴
び
る
事
が
推
奨
さ
れ
て
い
ま
す
。
骨

を
丈
夫
に
保
つ
た
め
、
積
極
的
に
日
光
浴
を
楽
し
み
な
が
ら
健
康

を
維
持
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 
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定
非
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ン
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ン
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